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昨
年
実
施
し
た
粗
大
ご
み
試
験
回
収
を
、今
年
も
実
施

し
ま
す（
一
部
の
種
類
の
み
）。受
け
入
れ
施
設
へ
の
持
ち
込

み
で
な
く
、地
区
の
ご
み
集
積
所
へ
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
機
会
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

環境

今
年
も
や
る
ぜ
よ
！

　
　

粗
大
ご
み
試
験
回
収
！！
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問
環
境
対
策
課　

☎
５
７-

８
５
０
８

●
実
施
日

　　

１０
月
の
各
地
区
ビ
ン
の
日
（
１
回
の
み
）

※
午
前
８
時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い

●
回
収
場
所

　　

地
区
の
ご
み
集
積
所

　　
（
地
域
が
希
望
し
て
い
る
集
積
所
の
み
）

※
希
望
す
る
地
域
は
、当
日
の
分
別
当
番
員

を
決
め
て
い
た
だ
き
、
各
町
内
会
長
・
自
治

会
長
に
お
送
り
し
て
い
る
希
望
届
出
書
を
、

７
月
２１
日
（
金
）
ま
で
に
環
境
対
策
課
ま
た

は
各
支
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

●
対
象
種
類

　

①
化
粧
ビ
ン
、
ガ
ラ
ス
類
、
陶
磁
器
類

（
い
ず
れ
も
割
れ
も
の
を
含
む
）

　

②
乾
電
池
、温
度
計
（
水
銀
含
有
物
）

　

③
蛍
光
灯
、電
球
、鏡

　

④
硬
質
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
バ
ケ
ツ
な

ど
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
自
体
が
商

品
で
あ
る
も
の
。
金
属
が
つ
い
て
い
る

も
の
は
出
せ
ま
せ
ん
）

　

⑤
傘（
そ
の
ま
ま
出
し
て
か
ま
い
ま
せ
ん
）

　

⑥
ラ
イ
タ
ー
類

●
注
意
事
項

　

●　

対
象
種
類
ご
と
に
市
指
定
資
源
ご

み
袋
で
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。
市
指
定

資
源
ご
み
袋
に
入
り
き
ら
な
い
も
の
は

出
せ
ま
せ
ん
。

　

●　

各
集
積
所
の
分
別
当
番
員
が
分
別

を
確
認
す
る
ま
で
は
、
袋
の
口
を
結
ば

ず
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
分
別
確
認
後

は
袋
の
口
を
結
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

●　

通
常
の
ビ
ン
類
も
出
せ
ま
す
が
、
対

象
種
類
①
の
「
化
粧
ビ
ン
、
ガ
ラ
ス
類
、

陶
磁
器
類
」と
は
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。

　

企
業
の
倒
産
や
解
雇
、雇
い
止
め
な
ど
の
理
由
で
失
業
さ

れ
た
方
は
、申
請
に
よ
り
国
保
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

国
保
税
に
は

軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す

問
市
民
保
険
課　

☎
５
７-

８
５
０
６

国保
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夏
休
み
障
害
児
長
期
休
暇
事
業
・

障
害
者
福
祉
医
療
費
助
成
制
度

更
新
の
お
知
ら
せ

　福祉

C L O S E  U
P

■
障
害
者
福
祉
医
療
費
助
成
制
度

　

の
更
新
手
続
き
に
つ
い
て

　　
　

現
在
こ
の
制
度
を
受
け
て
い
る
方

で
、
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が
平
成
２９

年
６
月
３０
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
方
は
、

更
新
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

●
申
請
期
限　
６
月
１２
日
（
月
）

●
申
請
場
所

　
　

福
祉
事
務
所
（
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
内
）ま
た
は
各
支
所

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
　

印
鑑
・
健
康
保
険
証
・
身
体
障
害
者

手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳

※
前
年
度
該
当
者
に
は
個
別
に
通
知
を
し

て
い
ま
す

※
前
年
度
所
得
等
に
よ
り
非
該
当
と
な
っ

た
方
も
申
請
で
き
ま
す

※
対
象
と
な
る
所
得
額
等

　
・
６５
歳
未
満
…
世
帯
員
の
所
得
額
の
合
計
が

　
　
　　　
　
　
　　　
　
　

２００
万
円
以
下

　
・
６５
歳
以
上
…
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

■
夏
休
み
障
害
児
長
期
休
暇
支
援

　

事
業
「
こ
な
つ
ク
ラ
ブ
」

　　
　
「
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
あ
け
ぼ

の
」で
は
、
学
校
が
長
期
の
休
み
と
な
る

期
間
、
障
害
の
あ
る
児
童
を
お
預
か
り

す
る
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
実
施
期
間

　
　

７
月
２０
日
（
木
）
〜
８
月
３１
日
（
木
）

の
平
日
（
８
月
１４
日
は
休
み
）

●
時
間　
９
時
〜
１６
時

●
場
所

　　

富
家
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●
対
象

　　

市
内
在
住
の
障
害
の
あ
る
小
中
高
生

●
活
動
内
容

　　

プ
ー
ル
、ク
ッ
キ
ン
グ
、ス
ポ
ー
ツ
等

●
利
用
料　
１
時
間
に
つ
き　
１００
円

●
申
込
期
間

　　
６
月
１
日
（
木
）
〜
６
月
３０
日
（
金
）

●
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　　

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
あ
け
ぼ
の

　
　

☎
５
７-

７
１
８
０

問
福
祉
事
務
所　

☎
５
７-

８
５
０
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こ
の
週
間
は
、男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
の
目
的
お
よ

び
基
本
理
念
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

■
男
女
共
同
参
画
社
会
と
は

　　
　
「
男
性
だ
か
ら
、こ
う
」「
女
性
だ
か

ら
、こ
う
」
と
い
っ
た
考
え
方
に
と
ら
わ

れ
ず
に
、
お
互
い
に
社
会
の
対
等
な

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
認
め
合
い
、自
分
の

意
思
で
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
参
画
す
る

機
会
が
確
保
さ
れ
、
自
由
に
生
き
方
を

選
び
、
ま
た
共
に
責
任
を
担
う
社
会
の

こ
と
で
す
。

　
　

香
南
市
で
は
、
男
性
も
女
性
も
職
場

や
学
校
、
地
域
、
家
庭
等
に
お
い
て
、
お

互
い
が
そ
の
人
権
を
尊
重
し
、
喜
び
も

責
任
も
分
か
ち
合
い
、そ
れ
ぞ
れ
の
個

性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
の
実

現
に
向
け
、「
香
南
市
男
女
共
同
参
画

計
画
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
今
後
も

男
女
共
同
参
画

を
テ
ー
マ
に
し

た
講
演
会
等
さ

ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

■
み
ん
な
で
取
り
組
も
う
！

　
●
家
族
一
人
ひ
と
り
の
個
性
・
生
き
方
・

考
え
方
を
尊
重
し
、
家
事
、
育
児
、
介
護

な
ど
を
み
ん
な
で
協
力
し
ま
し
ょ
う
。

●

事
業
者
は
、ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
る
な
ど
、

育
児
や
介
護
を
担
う
労
働
者
が
働
き

続
け
や
す
い
職
場
環
境
の
整
備
に
努
め

ま
し
ょ
う
。

●
男
女
が
対
等
な
立
場
で
、
社
会
の
あ

ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
方
針
の
立

案
・
決
定
に
参
画
で
き
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

※
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
と
は
…
仕
事

と
生
活
の
調
和
。
一
人
ひ
と
り
が
や
り
が
い

や
充
実
感
を
持
ち
な
が
ら
働
き
、
仕
事
上
の

責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
多
様
な
生
き
方

が
選
択
・
実
現
で
き
る
こ
と

人権

毎
年
６
月
23
日
か
ら
６
月
29
日
は

『
男
女
共
同
参
画
週
間
』で
す
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■
国
保
税
軽
減
制
度

　

●
対
象　　

　
　

離
職
日
時
点
で
６５
歳
未
満
で
あ
り
、

以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
　

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

　　　　
（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
）

　
　

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

　　　　
（
期
間
満
了
な
ど
に
よ
る
離
職
）

●
軽
減
内
容

　
　

前
年
中
の
給
与
所
得
を
１００
分
の
３０

と
み
な
し
て
算
出
し
ま
す
。

●
軽
減
期
間　
　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌

年
度
末
ま
で（
最
長
２
年
間
）

※
雇
用
保
険
の
失
業
給
付
な
ど
を
受
け
る

期
間
と
は
異
な
り
ま
す

※
国
保
に
加
入
中
は
、
途
中
で
就
職
し
て
も

引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
会
社
の
健

康
保
険
に
加
入
す
る
な
ど
国
保
を
脱
退
す

る
と
終
了
し
ま
す

●
申
請
方
法

　
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交
付
さ
れ
る「
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
」と
印
鑑
を
持
参

し
、税
務
収
納
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
所
得
の
申
告
は

　

お
済
み
で
す
か
？

　　
　

平
成
２９
年
度
の
国
保
税
は
、
前
年
中

（
平
成
２８
年
１
月
〜
１２
月
）の
所
得
な

ど
を
基
に
算
定
さ
れ
ま
す
。
申
告
を
し

て
い
な
い
と
、
所
得
の
な
い
世
帯
や
少

な
い
世
帯
が
受
け
ら
れ
る
軽
減
措
置

（
７
割
、５
割
、２
割
の
い
ず
れ
か
の
軽

減
）
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
病
院

な
ど
で
支
払
う
自
己
負
担
の
月
額
限

度
額
が
上
位
所
得
者
で
の
扱
い
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　
　

所
得
の
申
告
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、
至
急
税
務
収
納
課
ま
で
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
人
権
課　

☎
５
７-

８
５
０
７

　　　　普段のごみ出しルールは？
●分別を徹底して
●市指定ごみ袋に入れて
●袋の口をしっかり結んで
●当日の朝８時までに
●指定のごみ集積所へ！

１

２

３

４

５

※

※資源の再利用と、きれいなごみ

　　集積所の利用をお願いします。
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